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日程第４  議第２号  平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算について 
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午前１０時 開 会 

○議長（太田美満議員） 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

 ただいまから、岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

                                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（太田美満議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 

８番   遠 藤 盛 正 議員 

９番   岡 村 義 久 議員 

 以上２名を指名いたします。 

                                     

日程第２ 会期の決定 

○議長（太田美満議員） 日程第２ 会期の決定について議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） おはようございます。お許しをいただきましたので、本定例会に

上程をいたします各議案の審議をお願いするに当たりまして、議員各位のご理解とご協力を

賜りますよう、議案の総括的な説明を申し上げます。 

 現在、岳南地域の地場産業である紙・パルプ産業は、石油、パルプ、古紙など原材料の高

騰、価格競争の激化など、いまだに経営環境の好転の兆しが見えず、先行きの予断が許せな

い状況にあります。この難局をこれまで培ってきた経験と技術で打開し、早期により確かな

景気回復が実感出来るよう願いながら、引き続き私共の使命である施設の維持管理に最善を

尽くしてまいりたいと存じます。 

 では、最初に、議第１号平成１９年度会計補正予算についてでございますが、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１１４万１,０００円を追加し、７億７,６０１万円とするもの

でございます。 

 歳入におきましては、基金運用による財産収入の増額、また、歳出におきましては、職員
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人件費等の調整及び予備費を調整して岳南排水路基金に積み増しする等、所要の措置を講ず

るものでございます。 

 次に、議第２号平成２０年度会計予算についてでございますが、歳入歳出の予算総額を 

８億６，０００万円とするものでございます。前年度と比較して１億２，１４０万円、 

１６．４％の増額でございますが、この主な要因は、使用料は減少したものの、庁舎建設基

金を全額繰り入れすることによるものでございます。 

 歳入におきましては、主財源である使用料及び手数料として、 

６億４，８６１万６，０００円を見込みました。これは、歳入総額の７５．４％を占めてお

りますが、前年度と比較して１，０００万円、１．５％の減額となっております。 

 この他、財産収入におきまして、基金運用に伴う益金等を２，６１６万６，０００円、繰

入金におきましては、本年度の庁舎改築に伴い１億５，５１７万７，０００円、また、繰越

金を３，０００万円、それぞれ措置いたすものでございます。 

 歳出につきましては、組合運営に係る総務管理費に１億６，５６６万９，０００円、管渠、

ポンプ施設の施設管理費として７，２９７万９，０００円、また、施設維持改良費として 

３億９５７万円を計上いたしております。これら施設関係事業費の総額は、前年度より 

４．４％減少した３億８，２５４万９，０００円で、歳出総額の４４．５％、使用料収入に

対しては、５９．０％を占めております。 

 また、本年度は、庁舎建設費に２億２，１８６万９，０００円を措置し、念願だった庁舎

を改築するものであります。 

 諸支出金におきましては、岳南排水路基金ほか２基金を合わせまして６，１１６万 

５，０００円を措置するものでございます。 

 以上、上程案件につきまして極めて主要点のみご説明申し上げましたが、よろしくご審議

の上、適切なご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わります。以

上でございます。 

○議長（太田美満議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

                                     

     日程第３ 議第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（補正第２号） 

○議長（太田美満議員） 日程第３ 議第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計補正予

算（補正第２号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 
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○局長（丸山友則君） ただいま上程いたしました議第１号平成１９年度岳南排水路管理組

合会計補正予算（補正第２号）につきましてご説明申し上げます。 

 議案書の２ページをお願いいたします。平成１９年度岳南排水路管理組合会計の補正予算

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１４万１，０００円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ７億７，６０１万円とするものでございます。 

 議案書の６、７ページをお願いいたします。２ 歳入の２款１項１目利子及び配当金でご

ざいますが、１１４万１，０００円を増額し、２，７１７万６，０００円とするものでござ

います。これは、基金運用利子でございます。 

 岳南排水路基金については、今年度当初では、大口定期で約１億９，７００万円を、債券

では、国債並びに政府保証債等を約２７億９，１００万円保有しておりましたが、債券のう

ち５億円の変動利付国債において、当初、利率を１％と見込んでおりましたが、上半期が 

０．７５％、下半期が０．９２％に低下してしまった結果、８２万５，０００円の減となっ

てしまいました。しかし、大口定期による運用として当初０．２５％の利率を見込んでおり

ましたが、０．６％から０．７４％で運用いたしました結果、利子増が８７万円となり、差

し引き４万５，０００円の増となりました。 

 このほか、他の基金の大口定期につきましても、同様に利率が上がったことから、退職手

当基金では４２万５，０００円、庁舎建設基金では、６７万１，０００円の増となり、合計

で１１４万１，０００円の増額をお願いするものでございます。 

 次に、議案書の８、９ページをお願いいたします。３ 歳出につきましてご説明申し上げ

ます。２款１項１目一般管理費は２６７万４，０００円を増額し、 

１億５，９８０万８，０００円とするものでございます。 

 ９ページ右側の説明欄をお願いいたします。１給与費（４）一般職１４人の人件費につき

ましては、４５万７，０００円の増額でございます。これは、職員手当等の勤勉手当及び共

済費の増によるものでございます。この給与費につきましては、１０ページから１１ページ

にかけましての給与費明細書に詳細を記載してございます。 

 次に、５公租公課費（１）消費税でございますが、２２１万７，０００円の増は、平成 

１８年度決算確定に伴う納税額の増でございます。 

 ４款１項１目岳南排水路基金積立金は、３，００４万５，０００円の増額をお願いするも

のでございます。これは、補正第１号で、予備費に留保した前年度繰越金のうち 

３，０００万円を基金に積み増しすると共に、財産収入でご説明いたしましたように、利子

が当初予算より４万５，０００円増額となりましたので、基金に積み立て、 

９，５５３万８，０００円とするものでございます。 
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 同じく、２目退職手当基金積立金でございますが、大口定期の運用により 

４２万５，０００円の増となりましたので、２，５６７万２，０００円とするものでござい

ます。 

 ３目庁舎建設基金積立金につきましても６７万１，０００円の増となり、 

３，６９６万６，０００円とするものでございます。 

 次に、５款１項１目予備費でございますが、基金への積み増し及び予算調整として 

３，２６７万４，０００円を減額し、３，３０７万５，０００円とするものでございます。 

 以上、平成１９年度岳南排水路管理組合会計補正予算（補正第２号）につきまして、ご説

明させていただきましたが、よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

○議長（太田美満議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第１号について質疑に入ります。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 全体的に問題はないと思いますが、１１ページですけれども、通

勤手当が今、距離別で０円から２万４，４００円まで出しているんですけれども、例えばガ

ソリンなんかの値上げに伴って、こういうものを是正するというか、対応するような要望な

り要求は組合の方から出てきているのですか。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 組合の方からは、そのような要望は出てきておりません。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和君） 例えば、公共交通機関を使えば一定した運賃で通勤出来るわけだけ

れども、自家用車通勤の人からも全然そういう要望みたいなものは出てきていないんですか。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 市の方の要望は私共にはちょっとわかりませんけれども、うちの管

理組合の方には、そういうようなものは今のところ出ておりません。 

○１番（鈴木敏和議員） わかりました。はい、終わります。 

○議長（太田美満議員） 他に質疑はありませんか。 

 質疑も出尽くしたようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 議第１号平成１９年度岳南排水路管理組合会計補正予算（補正第２号）については原案ど

おり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって議第１号は原案どおり可決されました。 

                                     

日程第４ 議第２号平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算について 

○議長（太田美満議員） 日程第４ 議第２号平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（丸山友則君） ただいま上程いたしました議第２号平成２０年度岳南排水路管理組

合会計予算についてをご説明申し上げます。 

 議案書の１３ページをお願いいたします。平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算は、

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億６，０００万円とするものでござい

ます。 

 第２条 債務負担行為でございますが、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は第２表債務負担行為によるものでござい

ます。 

 第３条におきまして、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額

を、１億円と定めるものでございます。 

 議案書の１６ページ、第２表債務負担行為をお願いいたします。本年度お願いいたします

債務負担行為は、１件、４４万４，０００円でございます。この事務機器設置費は、現在、

債務負担でリースしております使用料の納入通知書、帳票及び使用者の実績排水量データ等

の印刷をしているプリンターが、リース期間の５年を経過するため、同じく債務負担により、

新たにリースをお願いするものでございます。 

 では、議案書の１９、２０ページをお願いいたします。それでは、歳入から各款別に説明

させていただきます。 

 １款１項１目使用料でございますが、緑色の議案参考資料の２ページ、２）使用料算定基

礎排水量も併せてご参照をお願いいたします。本年度は、１目使用料として 

６億４，８６１万５，０００円で、前年度に比較して１，０００万円、１．５％の減額でご

ざいます。このうち、岳南排水路使用料としては、６億４，８３０万円を見込みました。本

年度の使用工場数は、廃止した工場が無いため、前年度と同様の１００工場でございますが、

休止工場は、４工場増え、既に休止している６工場を合わせ合計１０工場でございます。 

 使用料収入の内訳といたしましては、２０ページの説明欄にございますように、基本料金

は、２工場が１万５，６９７立方メートル減量したため、許可排水量の合計は、日量 
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１４９万２，３９３立方メートルとなり、これに、基本料金単価の１０．８１５円を乗じた 

１億９，３７０万円とするものでございます。 

 また、従量料金は、算定基礎となる実績排水量を、平成１９年度の見込み実績排水量から、

過去５年間の平均減少率１％を減じた、３億６，０８２万立方メートルと見込み、これに従

量料金単価の１．２６円を乗じた４億５，４６０万円とするものでございます。 

 次の滞納繰越分につきましては、予算額は１万円でございます。議案参考資料の３ページ、

３）滞納繰越の収入見込みをお願いいたします。滞納工場は、任意整理中の利久製紙及び嘉

栄製紙の２社で、滞納額としては、約６５０万円でございますが、現状では両社とも今後に

おける収入見込みについては厳しいと考えております。 

 議案書の２０ページにお戻り願います。占用料でございますが、岳南排水路敷地の占用料

で、工作物設置等１９件に係る収入で、予算額は３０万５，０００円でございます。 

 １款２項１目手数料１，０００円は、水質分析試験手数料に係る科目設定でございます。 

 次に２款１項１目利子及び配当金でございますが、これは、岳南排水路基金等３件の基金

運用利子でありまして、前年度に比較し、１３万円増の２，６１６万５，０００円でござい

ます。 

 議案参考資料の４ページに４）基金執行状況がございますので、お願いいたします。まず、

岳南排水路基金でございますが、前年度末現在高３０億８，３４９万３７円で、これに対す

る運用利子を２，５３４万２，０００円見込んでおります。 

 次に退職手当基金は、前年度末現在高１億２，４３８万４，７００円で、これに対する利

子が５６万円でございます。 

 次の庁舎建設基金は、前年度末現在高１億５，４９１万３，６２０円で、これに対する利

子が２６万３，０００円でございます。 

 以上、基金における債券以外の大口定期についての預金利子は、利率を０．４５％で見込

んでございます。 

 議案書の２０ページにお戻り願います。２款２項１目物品売払収入は１，０００円を計上

させていただきました。 

 次に、議案書の２１、２２ページをお願いいたします。３款１項１目庁舎建設基金繰入金

でございますが、本年度は、庁舎の改築等の経費として基金全額の 

１億５，５１７万７，０００円の取り崩しをお願いするものでございます。 

 ４款１項１目前年度繰越金でございますが、前年度と同額の３，０００万円を計上させて

いただきました。 

 ５款１項１目預金利子は、１，０００円を科目設定いたしました。 
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 ２項１目雑入は、４万円を見込みました。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 それでは、続きまして歳出を説明させていただきます。議案書の２３、２４ページをお願

いいたします。 

 １款１項１目議会費は、組合議会開催の所要経費５５万６，０００円で、前年度比較 

２９万３，０００円の減額でございます。本年度は、議員改選がないことから、前年度より

臨時議会を１回減じ、定例議会２回、臨時議会１回の年３回の議会開催を見込みました。 

 次に、２款１項１目一般管理費でございます。本年度は１億６，５６６万９，０００円で、

前年度に比較して８５３万５，０００円の増額でございます。この主な要因は、平成１８年

度に急遽退職した職員の補充として１人を新規採用し、前年度より１人増の１５人となるこ

と及び仮庁舎の光熱水費の増等によるものでございます。 

 説明欄に沿って説明させていただきます。１給与費の（４）一般職１５人の人件費は、 

１億２，５９３万１，０００円で、前年度に比較して４３１万６，０００円、３．５％の増

でございます。この人件費は、歳出総額に対して１４．６％、使用料に対しましては 

１９．４％となります。この人件費に係る資料といたしまして、３９ページから４２ページ

にかけまして、給与費明細書をお示ししてございます。 

 次に、２人事管理費（１）人事管理費５８６万９，０００円は、臨時職員２人分の共済費、

賃金及び平成２１年度に職員１人を新規採用するために本年度実施いたします試験業務の委

託料と、富士市と共同設置しております公平委員会の負担金でございます。 

 次の（２）職員研修費９５万５，０００円は、研修会への参加旅費及び負担金でございま

す。 

 議案書の２６ページをお願いいたします。３事務管理費の（１）事務運営費は組合事務運

営の所要経費で、前年度より１６４万３，０００円、２４％増の８４９万７，０００円でご

ざいます。この主な要因は、負担金、補助及び交付金において、本年度より、各職員のパソ

コンで、財務会計及び文書管理システムや新たに運用される土木積算システムが利用出来る

ように、富士市のシンクライアントシステムに移行することにより、負担金が増となるもの

でございます。 

 次に、４財産管理費の（１）庁舎管理費は、６２４万１，０００円で、前年度と比較して

２８４万３，０００円、８３．７％の増額でございます。これは、仮庁舎へ引っ越すことに

より、仮庁舎で新たに必要となる電気、ガス、上下水道使用料等の光熱水費でございます。 

 議案書の２７、２８ページをお願いいたします。（２）の車両管理費は、昨年度と比較して

２２万８，０００円増額の１６０万６，０００円でございます。これは、普通車のライトバ
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ン２台、軽乗用車３台に係る所要経費でございます。 

 （３）用地管理費の４５０万７，０００円は、管路施設用地の借地料でございます。 

 ５公租公課費の１，０８３万９，０００円は消費税でございます。 

 次の２款２項１目排水管理費は、本年度７６７万１，０００円で、前年度に比較して 

７万５，０００円の減額でございます。この科目は岳南排水路の水質調査に係る所要経費で

ございます。 

 （１）水質調査費の１１３万円は、水質分析に係る消耗品及び分析試料の採取委託料等で

ございます。 

 議案書の２９、３０ページをお願いいたします。（２）硫化水素調査費６５４万１，０００

円は、硫化水素計のセンサー等の消耗品費と、各路線に設置してあります測定機器の清掃委

託料及び田端水質監視所の撤去工事等でございます。 

 次に、２目下水道管理費３，３４９万６，０００円は、前年度に比較して３３万円の減額

でございます。この科目は、排水量の調査、施設の維持補修及び保守点検に係る所要経費で

ございます。 

 １排水量管理費（１）排水量調査費１９３万９，０００円は、使用料のうち従量料金の算

定基礎となる実績排水量の検針に係る所要経費でございます。 

 ２下水道維持費は、３，１５５万７，０００円で、前年度に比較して４５万４，０００円

の減額でございます。 

 このうち（１）維持補修費１，５９１万円は、人孔整備１４箇所、足掛金物付替８箇所及

び環境整備等に要する経常的経費でございます。 

 （２）の保守点検費１，２０９万円は、本年の７月２８日、月曜日から８月１日、金曜日

までの５日間で、施設の調査、点検及び維持補修工事等を集中して実施いたしますが、この

期間に行われます管内点検とゲートの点検等に要する経費でございます。 

 議案書の３１、３２ページをお願い致します。３目ポンプ場管理費は、今泉ポンプ場の運

転管理の所要経費でございますが、本年度３，１８１万２，０００円で、前年度に比較いた

しまして２万１，０００円の増額でございます。 

 説明欄の（１）維持補修費１７０万円は、ポンプ場沈砂池の点検清掃作業時における安全

対策として落下防止装置を設置する工事等でございます。 

 （２）保守点検費２，４８５万円は、ポンプ場の運転管理委託及び電気、機械設備の点検

作業委託等でございます。 

 （３）ポンプ場管理事務費５２６万２，０００円は、主として電気料、工業用水使用料等

の光熱水費でございます。 
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 続きまして、２款３項１目施設改良費は、本年度３億９５７万円で、前年度に比較して 

１，７２４万円の減額でございます。この科目は、施設の保全改良費で、歳出予算総額の 

３６％を、また使用料に対しましては４７．８％を占めております。 

 それでは、この科目につきましては、議案参考資料によりまして、説明をさせていただき

ますので、議案参考資料の５ページの５）平成２０年度主要事業概要をお願いいたします。 

 管渠施設費における小事業の保全対策事業費のうち、１の天間工区改良工事（１号第１）

につきましては、旧天間製紙天間工場跡地の鷹岡吉原用水路沿いの河川管理用地内に布設さ

れた管路施設で、昭和２６年度に布設され、老朽化が著しいため、周辺の土地利用計画に合

わせ、管渠の改良を行うものであります。位置図につきましては、本資料の６ページにお示

ししてございます。 

 ２の人孔補修工事は継続工事で、岳南１号第１排水路の伝法地先から厚原地先において、

平成５年度から平成１６年度までの１２年度にわたり、管内底面補修工事を実施した区間の

人孔１３箇所の内部を樹脂等で補修するもので、本年度は４箇所を予定しております。位置

図につきましては、本資料の７ページにお示ししてございます。 

 次に３から７の管渠更生工事５件は継続工事でございまして、老朽化した管渠施設の更生

を図るもので、管径は８００ミリから１，８００ミリで、総延長３４４メートルでございま

す。位置図は８ページから１２ページにお示ししてございます。 

 次の小事業、流下能力対策事業費の８ 廃止管路対策工事と９ 管渠切替工事につきまし

ては、岳南１号第４排水路改良事業の継続工事で、前年度、富士市下水道部建設課と同時施

工した管渠の新設工事が完了したことに伴い、旧管の閉塞を行うものと、接続する最上流部、

及び最下流部の人孔２箇所、及び使用工場の公共桝１箇所の切り替えを行うものであります。

位置図は資料の１３、１４ページにお示ししてございます。 

 次のポンプ場施設費における小事業の保全対策事業費の１０ 主ポンプ分解点検作業委託

でございますが、ポンプ場に設置してあります４台の主ポンプにつきましては、１０年ごと

に定期的に分解点検整備を行い、耐用年数の延命化を図っております。今年度は、平成１０

年に可動翼に改造した３号主ポンプについて、点検を実施するものであります。位置図は、

資料の１５ページにお示ししてございます。 

 それでは、議案書の３３、３４ページにお戻り願います。２款４項１目庁舎建設費は、本

年度実施する庁舎の改築に要する経費で、２億２，１８６万９，０００円を計上するもので

あります。 

 ３４ページ説明欄の、１庁舎建設事業費（１）庁舎建設事業費２億２，０５４万円は、庁

舎改築に伴う工事監理業務委託及び既存庁舎の解体、基礎杭、改築主体工事のほか、電気、



 12

給排水、空調等の設備工事でございます。事業の概要につきましては、先程の議案参考資料

の５ページ５）平成２０年度主要事業概要をお願いいたします。 

 １１の庁舎改築工事監理業務委託は、解体から建設までの現場監理監督業務を委託するも

のでございます。 

 １２の既存庁舎解体工事は、現庁舎を取り壊し、処分するものでございます。 

 １３の庁舎改築杭工事は、建物の基礎杭工事で、鋼管径２６７．４ミリメートル、長さ７

メートル、地盤改良するコラム径９００ミリの杭２０本の打ち込みと、既設杭３本の引き抜

き工事でございます。詳細図は、資料の１７ページにお示ししてございます。 

 １４の庁舎改築主体工事は、鉄骨造り２階建て、延べ面積５７７．４平方メートルの建築

工事でございます。これには、９人乗りの昇降機設備１基及び外構工事一式が含まれており

ます。 

 １５から１７は、新庁舎における電気、給排水衛生及び空調等の設備工事でございます。

庁舎に係る図面は、資料の１６から１９ページにお示ししてございますので、お目通しをお

願いいたします。 

 それでは、議案書の３５、３６ページにお戻り願います。説明欄の（２）の庁舎建設事務

費１３２万９，０００円は、仮庁舎の西部浄化センターから新庁舎へ引っ越しすることに伴

うＯＡ機器の設定費等でございます。なお、仮事務所となる西部浄化センターへの移転時期

につきましては、平成２０年３月２２日、土曜日に引っ越しを行い、新庁舎完成後の移転に

つきましては、平成２１年３月下旬を予定しております。 

 次に、３款１項１目利子でございます。一時借入金の償還金利子として１万円の科目設定

をいたしました。 

 次に、４款１項１目岳南排水路基金積立金でございますが、積立金として１，０００万円、

運用益金として２，５３４万２，０００円の、合計３，５３４万２，０００円を積み立てよ

うとするものでございます。前年度に比較いたしまして３，０１５万１，０００円の減額で

ございます。 

 次に、２目退職手当基金積立金は、積立金が前年度と同様２，５００万円、利子が５６万

円で、合計は２，５５６万円でございます。 

 次に、議案書の３７、３８ページをお願いいたします。３目庁舎建設基金積立金は、今年

度、基金の全額を取り崩しいたしますが、取り崩しをするまでの利子が２６万３，０００円

でございます。 

 これらの基金保有形態につきましては、先程の議案参考資料の４ページに記載してござい

ます。 
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 次に、５款１項１目予備費でございますが、前年度に比較いたしまして 

１２９万８，０００円減額の２，８１８万２，０００円でございます。 

 なお、４３、４４ページには債務負担に関する調書がございますので、お目通し願います。 

 以上で平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算につきまして説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（太田美満議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第２号について質疑に入ります。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 歳入歳出全部ですか。 

○議長（太田美満議員） 全部です。 

６番 佐野清明議員。 

○６番（佐野清明議員） ２６ページ、互助会助成費なんですけれども、これについて法的

根拠が示せるならば示していただきたいと思います。 

 それから、３４ページの庁舎建設事業費の中で、工事に入った場合の基礎等の増額変更、

減額変更は考えられるんでしょうか。その辺の予測がもしありましたらお願いいたします。

この２点お願いします。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） では先に庁舎建設費の方の基礎杭の増額、減額についてなんですけ

れども、一応今の予算では、既設杭が３本、新しい杭に引っかかってしまうということで、

その引き抜きを一応見てありまして、それからいきますと、引き抜きが一番大きな増額予算

ですけれども、３本引けば多分他のものは、かからないでいけるんじゃないかという予測を

立てております。 

 杭長等の変更につきましては、今回やる杭がＡＴＴコラムという杭で、杭径が全部９００

ミリの杭になりますけれども、それの埋設等を考慮いたしまして、多分７メートルで設計変

更しないでいけるのではないかという予測にはなっております。 

 あと互助会の法的な根拠なんですけれども、一応富士市と同じ互助会に入っておりまして、

富士市の４．５％と同じ率で計上させていただいておりますが、法的根拠はわかりかねます。 

○６番（佐野清明議員） いいですよ。 

○局長（丸山友則君） よろしいですか。済みません。 

○議長（太田美満議員） ６番 佐野清明議員。 

○６番（佐野清明議員） 庁舎建設の方ですけれども、以前説明をしていただきまして、基

礎の関係は私も専門家の端しくれといいますか、そんな仕事をしていたものですから、心配
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がありまして説明を受けて質疑させていただいたんですが、当然調査の段階では７メートル

あたりに支持層があるということで進んでいるわけですが、土の中のことはわからないもの

ですから、ぜひ今後、安全を十分見て、躊躇しないで増額をして下さい。特に増額ですけれ

どもね。減額はもちろんあれなんですが、しっかりやっていただきたいなと。これは要望さ

せていただきます。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 歳入の１款の使用料ですけれども、この数字は事務局の方で相当

精査して出したものだからどうこう言うわけにいかないけれども、使用料収入がこの岳排の

財政を保っているという立場でいえば、年々減ってきているということに問題があって、増

やす努力を前回の会議で問題提起しました。例えて管理者に伺いたいんですけれども、今、

富士市で大淵に工業団地を造っていますね。ああいうところに水を使う企業が入って、岳排

へと流してもらえるような可能性はどうなんですか。まだ進出企業も確定していない部分が

あって、未確定部分が非常に多いと思うんですけれども、その辺はいかがですか。 

○議長（太田美満議員） 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） フロント工業団地につきましては、位置的に高い位置でありまし

て、用水型の企業がどれくらい進出をしてくるかということがあるかと思います。しかし、

現実には今のところ用水型の企業というのは応募がありませんので、今後も無いのではない

かなという予測をしております。もしあったとしても実は距離が長過ぎるということもあり

ますし、工事費等々を考えますと少し難しいのかなという気はいたしております。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） わかりました。先程 冒頭、概略説明のときにも、富士市の中に

おける紙・パルプ産業が今非常に厳しい環境の中にあるということでありますので、増える

ことはないにしても、今後減ることのないようにしていく努力はしていかなきゃいけないん

じゃないだろうかと思っています。 

 それから、庁舎建設について、先程軟弱地盤であるからというような話も佐野議員さんの

方から伺ったんですけれども、もちろん建物を建てる場合、説明にあるようにボーリング調

査などをして、地質の調査を十分して、こういう設計プランになったと思うんですけれども、

例えてこういう基礎工事をやってその上に庁舎が建った場合、耐震性はどの程度まで確保さ

れているのか、この辺について説明をしていただきたいと思います。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 耐震性につきましては、現在、こういう下水道ですとレベル２とい

うものまで対応できるということで私共は考えています。レベル２というのは既往の最大地
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震ということで言われておる過去にありました阪神・淡路大震災のレベルですから、震度７

には対応できると考えております。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） この議会で予算が確定すればその準備に入ると思うんですけれど

も、例えばこの庁舎建設、あるいは電気工事だとか色んな工事があると思いますけれども、

それをどういう形で入札するのか、その辺のことについてちょっと説明をしていただきたい

なと思います。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 今回の庁舎建設につきましては、先程参考資料の主要事業概要とい

うところでお示ししてございますけれども、ここに書いてございますように、実際の工事自

体は１２から１７の６件に分けて発注する計画であります。その中でも今現在、富士、富士

宮市においては、事後審査型の制限つき一般競争入札というものが実施されておりますが、

岳南排水路でも来年度、２，０００万円以上の工事につきましては、そのような事後審査型

の制限つき一般競争入札で入札をしたいと考えております。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 当然の事として公正公平に入札業務をやると思うんですけれども、

例えば庁舎の主体工事については何社ぐらい応募させて競争させて、より工事費を安くして

いくかということについての検討はされているんですか。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 現在、この主体工事につきましては、当然事後審査型制限つきとい

う形で考えておりますけれども、それにつきましては、富士、富士宮の建設業者のＡランク

ぐらいの業者を対象に制限付きをかけて入札したいと考えております。 

 今、丁度 指名参加願い受付の期間なんですけれども、岳南排水路に指名参加願を出して

いる業者が一番の前提となっている状況でございます。それにつきましては、富士宮市さん

の方は建築工事だと該当するのが２社あるんですけれども、少ないものですから、この少し

前に建設業組合の方にもそのようなＰＲをさせていただきました。「こういう工事があるので

指名参加願の提出をお願いします」という形でお願いしてまいりまして、「もうそのような通

知が来たよ」ということを富士宮の業者さんから聞いております。富士市につきましては、

殆どのＡランクの業者がうちの方に指名参加願を提出しております。 

○議長（太田美満議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） それに関連して、今ニュースになっているんですけれども、改正

建築基準法なんかの影響で、安全審査が相当遅れてきているというようなことで、その点に
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ついての心配は無いですか。もしそういう形で遅れてくると竣工も相当遅れて、２０年度内

に出来ないとか出来るという問題になってくるので、その辺のことについて説明して下さい。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 今言われました建築確認の申請件数、姉歯事件から非常に厳しくな

って、去年の９月ぐらいからうんと厳しくなって、件数が少なくなっているということがあ

りまして、その影響をやっぱり富士市も当然受けております。ですけれども、うちの方も一

応１月３１日に仮提出ということで、もう建築指導課の方に出してございます。大体２ヶ月

から３ヶ月ぐらいで、確認申請の許可がおりるんじゃないかと考えてございます。 

○１番（鈴木敏和議員） わかりました。 

○議長（太田美満議員） 他にございませんか。 

 １０番 稲葉晃司議員。 

○１０番（稲葉晃司議員） ２６ページの事務管理費、去年の２４％増の主な要因が富士市

のシンクライアントを導入すると。イニシャル的な部分とそれに対する効果、ランニングコ

スト的なものを示していただければと思うのがまず１点。 

 あと２０年度の主要事業概要の中に、人孔補修工事がありますよね。参考資料の７ページ

なんですけれども、技術的なことはわからないですけれども、既に工事が済んでいるところ

が黄色の箇所で、何でこれが飛び飛びになっているのかなと。並びで出来れば工事費が削減

できたんじゃないのかなと。その辺の理由を示していただければと思います。 

○議長（太田美満議員） 局長。 

○局長（丸山友則君） 人孔補修の方から先に説明させていただきます。これはわざと飛び

飛びにしてございまして、市道弥生線は非常に交通の多いところでございます。それを連続

してやりますと、交通規制を当然行いますので、マンホールの蓋を開けてその中を補修する

わけですから、長さで５メートルぐらい、幅でも３メートルぐらいの幅を規制します。片側

交互通行という形で現在行っております。ですから、つなげてやってしまいますと延長がず

っと長くなってしまって、非常に交通渋滞を起こしますので、わざとこういう形で飛び飛び

にして施工しております。 

 それとあと１点、富士市の方のシンクライアントシステムに移行するイニシャルコストと

いうか、シンクライアントシステムに移行するのに２６０万円ほど今回かかります。そして

あと、ランニングコストとしては６０万円ぐらい今後かかってくるんじゃないかと思われま

す。 

 効果は、現在、富士市はシンクライアントシステムを既に使用しております。財務会計シ

ステムとか文書管理が全部個人の机の上のパソコンにつながっておりまして、それが出来る
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ような形になっておりますが、私共の方は離れておりますから、ファットクライアントとい

うか、各個別のところに入ったソフトだとか、そういうものを利用しております。富士市の

文書管理システムとか財務会計システムと同じものを使用しているんですけれども、個人の

机の上からは使用できない状況になっています。 

 現在うちの方では３台、富士市の財務会計につながった別のパソコンを用意して、財務会

計の業務を行っております。それとあと、来年度から富士市の道路建設課で、土木積算シス

テムという土木積算に関するシステムを導入するようになりますけれども、それにもうちの

方も採用して、事務の効率化を図っていきたいと思っております。 

○議長（太田美満議員） 他に質疑はありませんか。 

 質疑も出尽くしたようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 議第２号平成２０年度岳南排水路管理組合会計予算については原案どおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第２号は原案どおり可決されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時３分 閉 会 
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